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はじめに
　フランスの2004年以降の人口センサス（新
センサス）は，2つの基本原則，すなわちデー
タ収集の 5年のローリング・サイクルと人口
1万人以上のコミューン1）への標本調査の導
入を結合させたものである（INSEE2）, 2006）。
　新センサスに関する最初の年次調査は
2004年に実施され，新センサスは計画から実
施段階に移行する。05年 5 月付で，Insee 

Méthodes特別号（Godinot, 2005）が公表され，
調査の全貌が提示される。これに対して推計
方法は，08年～09年に公表された文献を通じ
て明確になる。

　本稿の目的は，上記に関係する文献にもと
づき，フランスの新センサスについて，標本
設計，統計結果の推計方法と利用をとりあげ，
その特質と今後の課題を考察することにある。

１．標本設計の前提と均衡標本
1.1　前提
　新センサス関連法（2002年 2 月 27日付法
律）第 156条第Ⅵ項は，調査の一般的な枠組
みを，「センサス調査の期日はコミューンに
応じて異なることがある。人口が 1万人未満
のコミューンついては，調査は悉皆的であり，
5 年間に毎年交代で実施される。他のコ
ミューンについては，標本調査が毎年行われ
る。この全域も同じ 5 年間に調査される」
（Godinot, 2005: E.2.2）3）と規定している。この

西村善博＊

【『統計学』創刊60周年記念特集論文
特集 A：標本設計情報とミクロデータ解析の実際】
（『統計学』第112号 2017年3月）

人口センサスの変容

―フランスのローリング・センサス―

要旨
　フランスの2004年以降の人口センサスは，2つの基本原則，データ収集の 5年の
ローリング・サイクルと人口 1万人以上コミューンへの標本調査の導入を結合させ
ている。本稿では，そのような原則を有するフランスの新センサスについて，標本
設計，統計結果の推計方法と利用を示すとともに，その特質を考察する。標本設計
ではコミューンないし住所を単位とするローテーション・グループの編成，統計結
果の推計ではウェイト計算が課題となる。結果の利用では2006年以降，毎年，統計
結果が公表されているにもかかわらず，統計的な比較分析では 5年ごとの比較が基
本であることなど，いくつかの制約がある。したがって，他の統計情報源の整備や
統計間の整合性の検討が必要になっている。

キーワード
人口センサス，ローリング・センサス，均衡標本

＊　 正会員，大分大学経済学部 
〒870－1192　大分市大字旦野原700 
e－mail：ynishi@oita－u.ac.jp



『統計学』第112号 2017年3月

50

枠組みに対応する標本設計の前提は，Dumais 

et al.（1999），Grosbras（2002a）で詳細に論じ
られている。（以下，人口 1 万人未満のコ
ミューンを「小コミューン」，人口 1万人以上
のコミューンを「大コミューン」と略称す
る。）
　人口センサスに採用される方法は経費増を
伴うことはできない。そのため，年次調査は
840万の個人票の収集となる。単純計算では
7年間で約 6千万の個人票となり，1回の旧
センサスに相当する調査規模となる。また，
データ収集の周期は 5年である。これは市町
村議会選挙の周期（6年）と重複しないこと，
より迅速に更新情報を与えることを考慮して
いる。
　フランス人口（1999年）は，小・大のコ
ミューン間で約 3 千万人ずつ 2 分割される。
約36000の小コミューンでは必要な結果精度
を得るために全数調査が導入される。このた
め，小コミューンでは毎年，約600万の個人
票が収集される。他方，大コミューンでは毎
年約240万の個人票が収集される。そのため
年次の抽出率は約 8％（以下の式の p），5年
で約40％の抽出率となる。

1/5×29900000＋p×28800000＝8400000
������� �������
小コミューン 大コミューン

　調査は 5年周期のローテーション・グルー
プを編成して行われる（Godinot, 2005: B.3.1）
ため，全国が 5つの地域群に分けられ，小コ
ミューンではコミューンが，また大コミュー
ンでは住所がグループの単位となる。
　調査対象は基本的に，通常の住戸ないし世
帯，施設4），移動住宅，ホームレス，川船の
船上生活者である。施設や移動住宅は通常の
住戸とはみなされない。以下に，住戸と世帯
の定義を補足しておく（Godinot, 2005: Glos-

saire; INSEE, 2014a, 2016b）。センサスでの住
戸とは，区分され（壁や仕切りで閉じられ），
独立した（外部や建物の共有部分から直接ア

クセス可能な入り口を設けた）一個の場所と
されている。一戸建て家屋や集合住宅の内部
にも住戸は設けられている。
　住戸は，本宅，臨時住宅，セカンドハウス，
空家の 4種類からなる。センサスでは，世帯
は本宅を形成する同一の住戸に住む人々の集
合とされる。すなわち，本宅人口は世帯人口
を構成し，本宅数は世帯数と一致する。なお
世帯には，センサスの時に他の所に滞在する
人 （々たとえば，勉学のため他の所に住む未
成年の子供や仕事のため家族宅外に住む配偶
者）を含む。
　標本設計では，世帯人口が全人口の約
98％，施設人口が約 2％を占め，その他はご
くわずかである（INSEE, 2009a）。新センサス
はフランス本国と海外県で実施されるが，本
稿では，本国のコミューンに限定して論じる
ことにする。

1.2　均衡標本
　INSEEは標本設計に均衡標本5）を使用して
いる。それについて，Insee Méthodes特別号
の解説をみておこう（Godinot, 2005: Annexe 

B1）。
　標本抽出の効率性を改善する，すなわち推
定量の分散を減らすさまざまな手段がある。
最も良く知られるのは層化と確率比例抽出法
などに代表される不均等確率比例抽出法（ti-

rage à probabilités inégales）である。一般に，
われわれは調査母集団の異質性をできる限り
考慮した標本を作成しようと努める。これは
標本抽出において目的変数に関連すると想定
される補助変数の観測値をその母集団レベル
で活用することによる。
　標本調査で関心を寄せる変数をY，この変
数の基準母集団Uにおける合計を

∈

= ∑( ) i
i U

T Y Y

と仮定しよう。標本データから，T(Y )の推定
量 T̂(Y )とその分散 V(T̂(Y ))から導かれる信頼
区間を構成できる。推定量 T̂(Y )は，Horvitz－
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Thompsonの公式から， π
∈

=∑ˆ( ) /i i
i s

T Y Y で与え

られる。ただし，sは標本単位の集合，Yiは
単位 iについての変数Yの観測値，π iは標本
設計で定められる，その包含確率である。
　均衡標本の考え方は，母集団について，そ
の合計 T(Zk)が正確に分かっている補助変数
Zk(k＝1, 2, …, K)の存在に依拠する。そして，
われわれは，標本抽出において補助変数 Zkを
観察し，標本によって既知である母集団合計
を十分に再構成できるかどうかに着目する。
換言すると，補助変数 ZkiにHorvitz－Thomp-

sonの公式を適用して，合計 T(Zk)の推定量が
π

∈ ∈

= =∑ ∑ˆ( ) /k ki i ki
i s i U

T Z Z Z を満足できるように

包含確率π iを，したがって抽出確率を定める
ことにする。
　このような性質をもつ標本は変数 Zkにつ
いて均衡しているという。自然な考え方とし
て，Zk(k＝1, 2, …, K)について確実に成立す
ることは変数間の相関関係を考慮して目標変
数Yについても成立するだろうと期待できる。
　INSEEは均衡標本を得るためにキューブ
法6）を利用している。それは，①解が存在す
るとき，正確な解を与える，②正確な解を求
めるのが数学的に困難な場合に，最適な近似
解を与える，③大部分のケースで，推定量と
その分散に関する簡単な計算方式を提供する，
といった特徴を持つ。

２．標本設計
2.1　小コミューン
　小コミューンの標本設計では，コミューン
を単位とするローテーション・グループの編
成が課題である（Godinot, 2005: B.3.1）。5つ
のグループは地域圏別7）に，1999年センサス
結果をもとに，同一の住宅・人口構造をもつ
集合として編成される。このために INSEEは
均衡標本に関する統計的方法を利用する。
　その方法は層化概念を一般化しながら，基
準構造を選択し，その構造をできるだけ忠実

に再現する標本を選択することにある。換言
すると，仮説として，99年に小コミューン全
体の年齢構造と同一構造の人口を有するコ
ミューンの集合は，少なくともしばらくの間，
その基準に関して良質の代表性を保持すると
想定されている。
　ローテーション・グループを均衡化するた
めに，10変数，すなわち，住戸数，集合住宅
の住戸数，年齢階級別人口（20歳未満，20～
39歳，40～59歳，60～74歳，75歳以上），男
性人口，女性人口および各県総人口が選択さ
れる。
　住戸数に対する集合住宅住戸数の割合にも
とづきローテーション・グループ間の居住条
件に関する均衡を達成し，男女別，年齢階級
別人口によって，グループの同質性が人口構
造について確保される。各県の特徴も各グ
ループ内の人口ウェイトで均衡化され，地域
特性の同質性が確保される。（Bertrand et al., 

2002a）
　表 1は，地域圏別に，5つのローテーショ
ン・グループの 1990～99年の人口変化率を
みたものである。これから各地域圏のグルー
プ間で，変化率がほぼ等しく，グループが同
質的に編成されていることがわかる。
　旧センサスや多数の調査の経験から
INSEEは，センサスで収集される個々の情報
の大部分が年齢，男女および一定の居住形態
と十分な相関関係があるので，すべての変数
が十分に代表的であろうと期待してよいとし
ている（Godinot, 2005: B.3.1）。また，コミュー
ンが統合あるいは分割された場合は，均衡を
維持しつつ新しいコミューンがグループに割
り当てられる。
　小コミューンのローテーション・グループ
は毎年，交代で，その 1つのグループが調査
される。5年後にカードが切り直されること
はなく（Godinot, 2005: B.3.1），たとえば，2004

年調査のコミューンは次に 09年に調査され
るように，最初の 5年間（04～08年）の順番
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が次の 5年間以降も維持される。

2.2　大コミューン
　大コミューンの標本設計は 2段階，すなわ
ち，ローテーション・グループの編成と年次
標本の作成からなる。それらは住所標本とし
て構成され，その抽出枠として建物登録簿
（RIL）8）が利用される。
　まず標本設計の前提として，調査対象に選
出された住所に属する住戸をすべて調査する
方針が決定されている。これは調査員に調査
住戸を確実に指示するためである。そのうえ
で，標本設計に際しては，①住所の住戸数の
相違を考慮すること，②年の変化，すなわち
住所の消滅と開設に適応すること，③グルー
プと年次標本が住戸と人口について，コ
ミューンとその小地区（IRIS）9）特性を十分に
代表することが原則とされている（Godinot, 

2005: B.3.2）。このために各コミューンの住所
は，大住所層，新住所層，既知の小住所層10）

（その他の住所層）に層化される。
　住所の層化に関連して，とりわけ，住戸が
多数集中する住所が問題視される（Godinot, 

2005: Annexe B2）。すなわち，コミューンな
いしその IRISレベルの推計では，標本住所に
数十の住戸から成る住所を含むか否かで大き
な影響を受ける変数がある。換言すると，住

所に固有なクラスターの影響11）を解決する必
要がある。
　INSEEによれば，解決すべき主要な問題は
抽出単位の規模に関する分散である。たとえ
ば，単純な無作為クラスター標本を想定する
と変数 Yの合計推定量の分散は以下のよう
になる。

　ただし，Mはクラスター総数，mは標本の
クラスター数，tは抽出率， 2

gS はクラスター
間の分散， = − −∑2 21 /( 1) ( )g i

i

S M Y Y である。Yi

はクラスター iにおけるこの変数の合計であ
る。
　上式から，クラスターの規模のバラツキが
大きいならば変数 Yの合計推定量の分散が
大きくなりそうである。このため INSEEは，
住戸が多数にのぼる住所から成る特別の層
（大住所層）を作成し，その層の住所すべてを

5 年間で調査することにする。この方針に
よって，この層については推定量の分散の計
算において標本抽出に帰すべき変動要因が存
在しなくなるので，大住所を含むコミューン
の IRISレベルの推定精度は決定的に改善さ
れる。
　こうして各住所層について，大住所層はシ

= −2 2ˆ( ( )) (1 )( / )gV T Y M t S m

表１　1990～99年の地域圏別，ローテーション・グループ別人口の変化率
グループ

地域圏 1 2 3 4 5

イル＝ド＝フランス 10％ 12％ 10％ 10％ 11％
シャンパーニュ＝アルデンヌ －1％ －1％  0％  0％  1％
ピカルディー  3％  3％  3％  4％  4％
オート＝ノルマンディー  5％  3％  3％  5％  5％
サントル  5％  5％  4％  3％  5％
バス＝ノルマンディー  5％  3％  4％  3％  4％
ブルゴーニュ  1％  3％  1％  0％  1％
ノール＝パ＝ド＝カレ  0％  0％  2％  0％  2％
ロレーヌ  1％  1％  1％  0％  1％
アルザス  8％  8％ 10％  8％  8％

（出所）　Bertrand et al. （2002b）より，一部の地域圏のみ示した。
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ミュレーション作業にもとづき各住所の住戸
数が少なくとも60戸で，合計して，コミュー
ン住戸数の最大限10％に設定される12）。新住
所層は年々出現する住所から構成される。大
住所層と同様に，住所の全数が調査される。
ただし，新住所層には住戸数が著しく変化し
た既知の住所を含む。大住所層に組込まれる
ものもある。小住所層は大・新住所以外の住
所から構成される。
　最初の年次標本の抽出にはRILの 2003年
6 月末版が利用される（Godinot, 2005: An-

nexe B3）。この点を考慮に入れ，つぎに，ロー
テーション・グループの編成と年次標本の作
成をみていこう。
　大住所層については，99年センサス結果
（既知）とそれ以降03年までの大住所（新規）
のリストが作成される。新規の大住所の場合，
建築許可証の申告書やコミューンの情報によ
り住戸数が判明している。そこで，住所が多
数でコミューン内の空間分布を最適にする場
合，キューブ法を使って住所が，住戸数を基
準に 5つの均衡グループに分けられる。新住
所層については，99年～03年の住所が，住戸
数を基準に 5 つの均衡グループに分けられ
る13）。
　小住所層については，まず，住所が99年セ
ンサス結果をもとに 5つの均衡グループに分
けられる。その際には小コミューンのロー
テーション・グループ編成にもちいた変数
（県総人口を除く）が均衡の基準になってい
る。つぎに，年々の住所や住戸数の変化に対
応するために，再度 03年に，住所が住戸数，
集合住宅住戸数，住戸数に関する IRISのウェ
イトを基準に 5つの均衡グループに分けられ
る。
　こうして INSEEは 3つの住所層の組み合
わせからなる 5つのローテーション・グルー
プを編成する。各グループの住戸数はコ
ミューン住戸数の20％に設定されている。年
次標本は年次グループの大・新住所層のすべ

ての住所，小住所層から無作為に抽出された
住所から構成される。ただし小住所層の住所
は，大・新住所層の住戸数と合計して，コ
ミューン住戸数の約 8％を満たすように抽出
される。
　以上の作業はローテーション・グループと
年次標本の初期設定である。その後，住所の
消滅によってグループの均衡が変化する傾向
が生じる。これについては，新住所を小住所
層に割り当てることで均衡を回復させること
になる。
　大コミューンのローテーション・グループ
は毎年，交代で，その１つのグループが調査
される。最初の 5年間（04～08年）の順番が
次の 5年間以降も維持される。
　年次標本の抽出は毎年，更新された標本抽
出枠を利用することから，INSEEはRILを当
年 7月～次年 6月の 1年周期で，コミューン
による点検も取り入れて整備・更新している。
なお，Godinot（2005）では標本抽出枠として
RILを用いるとされていたが，INSEE（2009a）
では毎年 7 月 1 日現在で更新・確定される
RILにもとづく住所抽出枠（BSA）14）を使用す
ると明記されている。

2.3　年次調査の実施期間
　ここでは調査の対象毎に，年次調査の実施
期間を列挙する（Godinot,2005: B.3.3, C.2, 

C.3）。まず，通常の住戸ないし世帯に対する
調査は，小コミューンでは 5年に 1度，調査
年の 1 月第 3 木曜日から 5 週目の土曜日ま
で実施され，大コミューンでは毎年 1月第 3

木曜日から 6 週目の土曜日まで実施される。
調査の基準時点（調査期日）は調査期間の初
日 0時である。
　また小コミューンでは住戸の調査年に，施
設，移動住宅およびホームレスに対する全数
調査を実施する。施設の調査はその年の 3月
に 4 週間にわたって実施され，移動住宅・
ホームレスの調査は住戸に対する調査期間の
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最初の 2日間を充てる。
　大コミューンの場合，5年毎（初回は2006

年）に，すべてのコミューンで一斉に移動住
宅・ホームレスに対する全数調査を実施する。
調査期間は小コミューンと同様に，住戸に対
する調査期間の最初の 2日間である。施設の
調査（全数調査）は，データ収集の負担の観点
から地域圏毎に 5グループに分けられ，各コ
ミューンでは原則として 5年に 1度15），小コ
ミューンと同様に施設調査年の 3月に実施さ
れる。
　施設の調査は，小・大のいずれのコミュー
ンも2010年調査以降，住戸と同じ期間に変更
され（CNIS, 2010），調査期間の改善が図られ
た。船上生活者は，フランス全域で，06年調
査以降，5年毎に，悉皆的に調査される。06

年調査では 4月に実施されていたが（CNIS, 

2006），11年調査では小コミューンの住戸と
同じ期間に変更された（INSEE, 2011）。

３．統計結果の推計方法
　統計結果の推計には，年次の調査結果にも
とづく全国・地域圏の推計と，5年間の調査
結果にもとづくコミューンレベル（大コ
ミューンは IRISレベルまで）を含む詳細な推
計がある。前者の結果は，後者の公表以後，提
供されていない。また，データ収集の 5年の
ローリング・サイクルに対応するのは後者で
ある。そこで後者を統計結果の推計としてと
りあげる。
　統計結果の推計では，N－2年～N＋2年の
5年間の調査結果に対してその中央時点（N

年 1月 1日）（ないし中央年［N年］）の数値を
求める。データ収集の最初の 5年間（04～08

年）に対して，06年基準の推計値が最初の統
計結果となる。
　INSEEは中央年推計のために調査結果に
ウェイト付けを行う。ただし，全数調査の対
象となる移動住宅，ホームレス，船上生活者
については，初期ウェイトは 1である。これ

らの個人別調査結果は次の調査まで維持され，
ウェイトは 1 のまま変化しない（INSEE, 

2009a）。そこで以下では，小・大コミューン
の住戸ないし世帯に関するウェイト計算と施
設のウェイト計算に限定して述べることにす
る。

3.1　小コミューン
　小コミューンの住戸ないし世帯に関する
ウェイト計算は 3パターン，すなわちN－1・
N－2年調査コミューン，中央年（N年）調査
コミューン，N＋1・N＋2年調査コミューン
に分かれる（INSEE, 2009a: 3－5）。
　まず，小コミューンは 5年毎に悉皆的に調
査されるので，初期ウェイトは 1である。N

年調査コミューンではウェイトは 1のままで
あり，調査結果を統計結果として利用する16）。
　N－1・N－2年調査コミューンではN年の
統計結果を推計するために，初期ウェイトを
外挿用ウェイトに修正してN－1・N－2年調
査結果にそれぞれ適用する。N＋1・N＋2年
調査コミューンではN年の統計結果を推計す
るために，初期ウェイトを内挿用ウェイトに
修正してN＋1・N＋2年調査結果にそれぞれ
適用する。これは，統計結果の基準時点と公
表時点との時間差（約 3年）を利用して設定
可能である。外挿，内挿のいずれのウェイト
も調査結果を中央年に帰着させるウェイトで
ある。これらのウェイト計算は適用される調
査結果によって違いがある。
　世帯別調査結果に適用される外挿のウェイ
ト計算（表 2参照）では，住居税（TH）17）の変
化率と，平均世帯人員の 5年間の年平均変化
率（N－1年調査コミューン）ないし年平均変
化率の 2乗（N－2年調査コミューン）を利用
する。この平均変化率の計算には新センサス
の 2時点での調査結果が必要となるが，1時
点のみしか使用できない場合，特例として99

年センサスの結果が使われる。たとえば，05

年ないし 04年調査で，06年統計結果を推計
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するための外挿用ウェイトを計算する場合，
平均世帯人員の年平均変化率として，99年～
05年の結果ないし 99年～04年結果の 2乗を
利用する。人口2000人以上のコミューンに対
しては，さらにウェイトの調整（後述）を行う。
　外挿のウェイトは住戸数の変化から居住者
数の変化に移行するために，TH住戸数の変
化率を修正する。その際に，大部分のコ
ミューンでは平均世帯規模が縮小傾向にあり，
居住者数よりも速いテンポで世帯数が増えて
いることが考慮される（INSEE, 2008）。
　しかし，世帯別調査結果の各変数（項目）に
同じウェイトを一律に適用すれば，世帯数と
世帯人口の変化率が同じになり，平均世帯人
員に変化が生じない。このため，世帯人口と
世帯数の変化を両立させるために，人口2000

人以上の小コミューンに対して，世帯人員が
小さいほどウェイトが大になるように調整さ
れる。
　一方，内挿のウェイト計算では 2時点の世
帯人口，すなわち，N－1年の世帯人口（推計
値）とN＋1年ないしN＋2年の世帯人口（調
査結果）を用いて， 2 時点間（2 年ないし 3

年）における世帯人口の直線的な変化を想定
し，そのN＋1年ないしN＋2年に対するN年

の比率を求める（表 3参照）。この比率が内挿
用ウェイトとして用いられる。N－1年の世帯
人口が使えないケースでは，特例として99年
センサス結果を使用する。たとえば，99年世
帯人口と07年ないし08年世帯人口を利用し
て，06年統計結果を推計するための内挿用
ウェイトを計算する場合がある。
　次に住戸別調査結果に適用されるウェイト
をみると（INSEE, 2009a: 7），本宅については
外挿，内挿のいずれのウェイトも上記の世帯
に関するウェイトが使われる。
　本宅を除く住戸別の外挿用ウェイトについ
ては，TH住戸数の変化率，すなわち，N－1

年調査コミューンには「N年TH住戸数 /N－1

年TH住戸数」，N－2年調査コミューンには
「N年TH住戸数 /N－2年TH住戸数」がそれ
ぞれ用いられる。内挿用ウェイトについては，
世帯に関する内挿のウェイト計算と同様に，
本宅を除く 2時点（N－1年とN＋1年ないし
N＋2年）の合計住戸数にもとづき，そのN＋
1年ないしN＋2年に対するN年の比率が用
いられる。
　これら以外にもウェイト処理されるものと
して，個人別や家族別の調査結果がある。原
則として，同じ世帯に属する個人と家族には

表２　外挿のウェイト計算式

・ N－1年調査コミューン：ウェイト＝（N年TH住戸数 /N－1年TH住戸数）×（N－6年～N－1年にお
ける平均世帯人員の年平均変化率）×調整要因
・ N－2年調査コミューン：ウェイト＝（N年TH住戸数 /N－2年TH住戸数）×（N－7年～N－2年にお
ける平均世帯人員の年平均変化率）2×調整要因

（注）　調整要因の導入は人口2000人以上の小コミューンに限られる。
（出所）　INSEE（2009a: 4）

表３　内挿のウェイト計算式

・N＋1年調査コミューン：ウェイト＝1/2＋（1/2）×（N－1年人口 /N＋1年人口）
　　 この式はウェイト＝N年人口 /N＋1年人口に，N年人口=N＋1年人口－（1/2）×（N＋1年人口－ 

N－1年人口）を代入して算出される。
・N＋2年調査コミューン：ウェイト＝1/3＋（2/3）×（N－1年人口 /N＋2年人口）

（注） 　ここでの人口は世帯人口である。なお，N＋1年調査コミューンのウェイト計算式の下の説明は INSEE
（2009a: 4）の08年調査コミューンで，06年統計結果を推計するためのウェイト計算例を参考に記入した。

（出所）　INSEE（2009a: 4）をもとに作成
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同じウェイト，すなわち住戸のウェイトが与
えられる（INSEE, 2009a: 1）。ただし，上記の
ように本宅とその他の住戸のウェイト計算は
区別して行われる。世帯居住者は本宅居住者
なので，個人と家族に関しては本宅に関する
ウェイトと読み替えることができる。

3.2　大コミューン
　大コミューンについても，N－2年～N＋2

年の 5年間の調査結果に対してウェイト付け
によって中央年（N年）の統計結果が推計さ
れる。すなわち，以下のように標本抽出によ
る初期ウェイトに修正係数を乗じたものが
ウェイトとして用いられる（INSEE, 2009a: 2－
3, 7）。
　初期ウェイトは標本抽出率の逆数であり，
標本設計における住所の層化に対応して設け
られる。大・新住所層の住戸と個人にはそれ
ぞれ 1，小住所層の住戸と個人には 2.5～5，
しばしば 3程度とされる。このウェイトを住
戸別，世帯別等の調査結果に適用することで，
各年次のローテーション・グループレベルの
推定値が得られる。
　住所抽出枠（BSA）が毎年，更新され，5年
間の調査結果の連結が難しい（Grosbras, 

2002b）ために，当初は年次グループ推定値の
5年間の合計を統計結果とする単純な処理法
が提案されていた。しかし，この合計値はコ
ミューンレベル推定値の 5 年間の年平均値
（移動平均）にすぎないから，それが中央年の
推定値となるように検討が進められた。
　その結果，ウェイトは修正係数「中央時点
のBSA住戸数 /抽出ウェイトによる推定住戸
数」を適用することで調整されることになっ
た。なお，ここでの「抽出ウェイトによる推
定住戸数」は年次グループ推定住戸数の 5年
間の合計である。こうして最終ウェイトは初
期ウェイトに修正係数を乗じたものとなる。
　修正係数は，当初コミューンレベルの推定
値に適用（Godinot, 2005: D）されていたが，そ

の後，コミューン内小地区（IRIS）レベルの推
定値18）に適用されるように変更されている
（INSEE, 2009a）。修正係数による調整はすべ
ての住所層に対して行われ，同じ住所の住戸
はすべて同じウェイトをもつ。また，BSAは
毎年 7月 1日現在で確定されるので，中央時
点（N年 1月 1日）のBSA住戸数として，中央
時点の半年前と半年後におけるBSA住戸数
の平均値が用いられる。

3.3　施設
　施設調査の結果に対するウェイト処理は施
設毎に，個人別調査結果を対象とする。ウェ
イト計算は小・大コミューン間で違いはなく，
小コミューンと同様に 3パターンで設定され
る。以下，INSEE（2009a: 5－6）をもとにパター
ン別にみていこう。
　中央年（N年）調査施設のウェイトは 1で，
調査結果がそのまま統計結果として利用され
る。
　N－1・N－2年調査施設では，施設登録簿
の情報にもとづき，調査年と中央年の間にお
ける施設の開設や閉鎖等を考慮に入れウェイ
トを設定する。すなわち，施設の存続ないし
開設の場合は 1，閉鎖の場合は 0 を与える。
開設の場合，調査時点で施設が存在していな
いので，たとえば，05年ないし04年の調査結
果を用いて 06年統計結果を推計する場合，
ウェイトを与える前に，INSEEは施設登録簿
の情報にもとづき該当施設の収容人員を利用
するとともに，欠測結果を補完する。
　一方，N＋1・N＋2年調査施設では，小コ
ミューンの世帯に関する内挿のウェイト計算
と同様に，2時点（N－1年とN＋1年ないしN

＋2年）の入居者数を用いて，内挿用ウェイト
が求められる。
　N－1年入居者数が使えないケース，たとえ
ば，07年，08年調査施設で06年統計結果を推
計する場合には 99年センサス結果が利用さ
れる。その際，次の 3つの場合に分けて処理
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される。①施設が99年に存在し，07年ないし
08年の調査まで存続していた場合， 2 時点
（99年と07年ないし08年）の入居者数を利用
して，内挿用ウェイトが求められる。②施設
は99年に存在していたが07年ないし08年の
調査前に閉鎖されていた場合，該当する施設
の欠測結果を補完する。そのうえで，06年の
入居者数を推計するための 99年入居者数に
乗じる係数が内挿用ウェイトとして使われる。
すなわち，07年調査に属した施設なら1/8，08

年調査に属した施設なら2/9である。③施設
は99年に存在していなかったが07年ないし
08年に調査を受けた場合，99年入居者数を 0

とし，06年の入居者数を推計するための 07

年ないし 08年入居者数に乗じる係数が内挿
用ウェイトとして使われる。すなわち，07年
調査の施設では7/8，08年調査の施設では7/9

である。

４．統計結果の利用
　統計結果はウェイトを調査結果に適用する
ことで推計される。その処理は 5年間の調査
結果のすべてを用いて人口などに関する統計
を産出するケース（基本集計）と，船上生活者
を除く全数調査の結果には 25％の抽出率19）

を適用し，世帯の家族構造のように作成が複
雑な統計を産出するケース（補完集計）に分
けられる（INSEE, 2009b）。基本集計に対し
て，前節で述べたウェイトが適用される。そ
のウェイトに修正係数を乗じたものが補完集
計のウェイトとして用いられる（INSEE, 2009a: 

8－9）。
　以下では，結果の利用にかかわる基本的な
視点である，比較，景気変動の影響を受ける
変数，精度に関連する論点をとりあげる。

4.1　比較
　既述したように，2006年を推計の基準年と
した最初の統計結果は09年に公表された。そ
の後毎年，それは作成・提供されている。

INSEE（2014b）によると，①センサス結果（統
計結果）は少なくとも 5年の期間に関しての
み正確に比べられる。② 06年～10年の各年
におけるセンサス結果は相互に比較できない
が，99年の結果とは比較可能である。これら
は統計結果の比較に関する INSEEの基本的
な視点である。以下，INSEE（2014b）に依拠
しつつ年次比較の問題点について紹介してお
く。
　センサスの方法は 5年周期のデータ収集に
もとづいている。たとえば，06年と07年の人
口を比較する。07年人口の推計に用いたデー
タは 06年人口のそれと部分的に同じである。
したがって技術的観点から，06年と 07年の
比較は06年と07年の間の人口変化に正確に
は対応しない。センサス結果の比較は少なく
とも 5年に関して，したがって 06年と 11年
については厳密に比較可能である。
　また，センサス結果の一部は標本データを
もとに作成される。たとえ標本が大きくても
一定の誤差がある。2つの年次結果間の変化
はそれらの誤差よりもしばしば小さい。この
場合，2つの数値間に見かけの変化があって
も，それは測定される現象の実際の変化を統
計的に意味するものではない。
　ある行政地域の年次間の人口変化は時とし
て不規則となる場合がある。人口規模の小さ
い行政地域の場合，分譲の開始，老人ホーム
の開設などは数年にわたって不規則な人口増
加をもたらし，それはそういった事象のな
かった他の期間に人口が停滞ないし減少する
のと対照的である。統計結果によって，この
ような不規則な変化が提供されることがある
が，その年次変化は真の傾向を意味しないお
それがある。ある行政地域，とりわけ小地域
の真の変化傾向を分析するためには，複数年
の変化を考慮に入れなければならない。INSEE

は，一定期間（少なくとも 5年）において結果
を比較することを強く推奨している。
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4.2　景気変動の影響を受ける変数（項目）
　新センサスでは 5年周期のローリング方式
で調査が行われることから，景気変動の影響
を受ける雇用・失業といった調査項目（変
数）については必ずしも年次水準を適切に反
映しておらず，雇用構造の情報源を与えるに
とどまる。この点を INSEE（2010）に従って以
下にみておこう。
　まず，センサスで観察される大半の個人的
特性（生年月日，出生の場所，国籍，学歴，職
業，家族構成，住戸の特性）は経時的に十分
に安定的である。それらの特性の変化は基本
的に個人的事由によるもので，同時に多数の
人々が関係する外的な状況や事象との関係に
よるものでない。このため人口に関するこの
種の属性は経時的に緩慢で規則的に変化する
ことが知られている。したがって，そのよう
な属性値が 5年にわたって収集されたとして
も分析上，特段の問題をひきおこすことはな
い。これに対して，雇用と失業に関するデー
タは景気状況に左右され不規則な年次変化を
受けやすい。
　INSEEはローリング方式でデータを収集
することの統計結果に対する影響として，調
査時点，水準，比較および活動構造などにつ
いて検討している。なかでも大きな影響を及
ぼすと考えられるのが調査時点である。なぜ
なら，5年間の中央時点から遠ざかるほど統
計結果には時間の要素がより強く反映される
からである。小コミューンの場合はもちろん
そうである。大コミューンの場合，統計結果
は一般に中央時点の状況に近い平均的な状況
を反映する。しかし，不規則に変化する調査
項目の場合，5年間の年平均は中央時点の状
況から乖離しうる。たとえば，雇用あるいは
失業が安定的あるいは規則的に変化すれば，
それが統計結果に及ぼす影響は微小あるいは
ゼロである。その一方で傾向が鈍化あるいは
加速するなど安定性に欠ける場合，その平均
は中央時点の状況から乖離する。

　水準への影響に関して INSEEは，統計結果
は中央時点から遠ざかる調査時点の状況を反
映することがあり，雇用の水準，とりわけ失
業の水準は，景気の急変の場合，もはや中央
時点の状況を正確に反映しないと指摘するに
とどまる。
　比較への影響について INSEEは 2004年と
08年にそれぞれ調査され，06年の失業率が推
計によって提示される小コミューンのケース
をとりあげる。しかし，それらの調査はきわ
めて異なった 2つの経済的時期に関わること
からその比較は慎重になされねばならないと
する。
　その一方で INSEEは，雇用・失業の構造分
析はローリング方式によって顕著に影響を受
けないことから，統計結果は個人の状況と結
びついた雇用・失業の構造分析に関しては有
効であると主張する。INSEEによれば，活動
人口の社会人口学的な記述や年齢階級区分，
資格レベル，家族状況などに応じた雇用ない
し失業状況の比較にはセンサスデータを利用
でき，統計結果にもとづき個人の雇用・失業
行動を分析できるとする。たとえば，雇用－
資格の関係，雇用－移動の関係，活動－家族
状況あるいは活動－住戸状況の関係などの分
析がそれであり，地方レベルで労働市場の分
析も可能である。

4.3　統計結果の精度
　INSEEは統計結果の質を左右する一要因
として標本誤差を指摘する（INSEE, 2009c）。
それは百分率表示の変動係数（CV）によって
測定され，2006年人口センサス結果（統計結
果）と真値との間における相対的な偏差情報
を与える。真値は「2006年人口センサス値×
（1－2CV）～2006 年人口センサス値×（1＋
2CV）」の範囲（信頼区間20））に95％の確率で
含まれるとしている。
　表 4の結果精度は 99年センサスデータの
多数回の抽出シミュレーションから得られた
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ものである21）。これは大コミューンの06年統
計結果のさまざまな大きさ（実数）について
目安となる相対誤差率を示すものであり22），
調査結果の基本集計の変数にも，補完集計の
変数に対しても有効であるとされている。
　INSEE（2009c）では，この表の結果を利用
して，大コミューンにおける年齢別人口（実
数），比率（失業率）および構造データ（年齢
別人口の構成比），コミューン内小地区
（IRIS）データへの適用例を示している。さら
に INSEEは，小コミューンの補完集計におけ
る変数，小・大コミューンの混在地域，2つ
のコミューンの比較などへの適用例も示して
いる。このような INSEEの狙いの一つは，標
本誤差を考慮したうえで特定の大きさの実数
や比率の間に差があるかどうかを示すことに
ある。ここでは表 4を利用した95％信頼区間
の計算例を引用しておこう。
　ここで構造データの例として，総人口が 2

万人で，年齢20歳階級毎に割合が与えられて
いるケースを想定しよう。たとえば，0～19

歳の人口が 4千人（構成比20％）のとき，4千
人と 2万人に対応するCVは表 4から3.0％と
1.5％であり，INSEEは構成比20％に関する
CVを近似的に次式によって求めている。

～ 歳人口 総人口

= =

= +

+

2 2
0 19

2 2

CV (CV ) (CV )

0.03 0.015 0.034

　この場合，誤差は±0.2×0.034×2＝±0.014

となり，0～19歳人口の構成比20％の信頼区
間は（20±1.4）％の間にある。このCVの計算
方式は失業率等の比率のCVを計算する場合
と同じである。
　また INSEEは小・大コミューンの混在地
域への適用として，小コミューンの場合，標
本誤差が存在しないので，小コミューンの
CVを 0とし，ウェイトを変数の実数とする
加重平均によりCVを求める例を示している。
たとえば，2つの小コミューン（A, B）と 1つ
の大コミューン（C）があり，ある変数の実数
がA：2000，B：1000，C：5000の場合，CVは
（CVコミューンC×5000）/（2000＋1000＋5000）より
1.9％となる。したがって，信頼区間は8000±
304の間にある。

むすびにかえて 
―新センサスの特質と今後の課題
　INSEEはローリング・センサスとして 5

年間の調査結果をその中央時点の推計値（統
計結果）として提示する。しかし，調査標本
あるいはウェイト対象となる調査結果の完全
な更新（表 5参照），標本調査導入に伴う標本
誤差の存在を考慮すると，統計結果の比較分
析は 5年毎（2006年，11年）が基本的である。
換言すると，INSEEは新センサスから得られ
るデータの性格について，「中期（5年）での
傾向の追跡が可能」（INSEE, 2014b）としてい
る。
　INSEEの提示した推計方法では，景気変動
の影響を受けやすい雇用や失業の年次水準の
適切な把握は難しいという制約もある。この
ため INSEEは，雇用・失業の基準となる年次
水準（全国，地域圏，県および雇用ゾーンの
レベル）が他の情報源によって獲得されると
して，雇用は地域雇用推計（Estel）23）システ
ム，失業率は雇用調査24）と雇用局（Pôle Em-

ploi）25）の月末求職者数（カテゴリーA）26）の利
用を指摘する（INSEE, 2010）。

表４　統計結果の精度

実数 精度（CV）
50000以上 1.0％より小

20000－49999 1.5％
10000－19999 2.0％

6000－9999 2.5％
3000－5999 3.0％
2000－2999 3.5％
1000－1999 4.5％

500－999 6.0％
250－499 8.0％
250未満 8.0％より大

（出所）　INSEE（2009c: 2）
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　このように新センサスは旧センサスのよう
に統計結果の全般にわたって基準の役割を果
たすことはなく（Godinot, 2005: D.5.1），把握
が不十分な側面について，他の統計情報源の
整備や統計間の整合性の検討が必要になって
いる。
　最後に，新センサスは予算の制約による延
期を避けるために，短期間に莫大な予算や物

表５　小コミューンにおける調査，外挿，内挿
公表年 09 10 11 12 13 14 15

推計基準年 /調査年 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
・
グ
ル
ー
プ

Ⅰ 調04 外04 内09 内09 調09 外09 外09 内14

Ⅱ 調05 外05 外05 内10 内10 調10 外10 外10

Ⅲ 調06 外06 外06 内11 内11 調11 外11

Ⅳ 内07 調07 外07 外07 内12 内12 調12

Ⅴ 内08 内08 調08 外08 外08 内13 内13

（注） 　「調」は調査を示し，右側の数字は実施年。「外」は外挿で，右側の数字はウェイトの対象結果の調査年。「内」
は内挿で，右側の数字はウェイトの対象結果の調査年。「公表年」は統計結果の公表年。「推計基準年」は統計
結果の推計の基準年（06年以降）である。

（出所）　INSEE（2008: 16）およびGodinot（2005: D.4.2.2.1）を参考に作成した。

的人的手段を必要とするのではなく，経費を
一定期間に割りふり，予算の平準化を可能と
するシステムとして構想された（Hoeffel , 

2001）。これが本稿でみたような標本設計，統
計結果の推計として具体化されたわけである。
センサス経費をめぐる INSEEの対応につい
ては今後の課題としたい。

注

1  ）コミューン（commune）は市町村にあたり，行政区画の最小単位である。
2  ）INSEEは Institut national de la statistique et des études économiques（国立統計経済研究所）の略号で
ある。

3  ）Godinot（2005）にはページ番号がないので，必要に応じて章や節等を記載する。
4  ）施設とは同一の管理権限に属する居住用建物の集合体であり，入居者はふだん共通の生活様式を
ともにする（Godinot, 2005: Annexe E5）。たとえば，中長期入院用医療施設，退職者用施設，宗教施
設，兵舎等の軍事キャンプ，生徒や学生用の寄宿舎，刑務所などから構成される。

5  ）均衡標本（échantillon équilibré）は英語表記ではbalanced sampleであって，「調整された標本」とい
う訳語もある（大沢ら訳，1952）。

6  ）キューブ法は Jean－Claude DevilleとYves Tilléによって開発されている。参考文献として，たとえ
ばDeville et Tillé（2001）がある。

7  ）当時のフランス本国には全体で22地域圏がある。
8  ）RILはRépertoire d’immeubles localisésの略号である。RILはコミューンの地理データベースに関係
した経緯度によって位置が特定可能な住所レジスターである。なお，RILで取り扱う住所は書式が標
準化されている。（Godinot, 2005: Annexe B3, B.4）

9  ）IRISは îlots regroupés pour l’information statistique（統計情報のための再編区画）の略号である。人
口5000人以上のコミューン域において約2000人を目標に分割された地区である。IRISは当初，99年
センサス結果の提供のために，98～99年に境界が決められ，「IRIS2000（ないし IRIS－2000）」と呼ば
れていた。IRISには 3類型，①住居 IRIS，②活動 IRIS，③その他 IRISがある。①は人口が一般に1800
～5000人であり，居住環境に関して同質的である。②は雇用者が1000人以上で，他の居住者の 2倍
以上である。③には森林，公園，港湾地区など，特殊用途の広大な面積が含まれる。（Godinot, 2005: 
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B.3.2）
10 ）「既知の小住所層」という表現は INSEE（2009a）による。
11 ）クラスターの影響とは，与えられた住所の建物において，建物を構成する住戸とその居住者の属
性が高い確率で類似することをいう（Godinot, 2005: B.3.2）。

12 ）もし大住所層がコミューン住戸数10％の制限を超えるならば，住所における60戸の下限を上げ
て調整する。しかし，これは初期設定であり，それ以後，大住所層の住戸数がローテーション・グ
ループ住戸数の25％以上になれば，60戸の下限を上げるという設定になる。（INSEE, 2012a）

13 ）99年～03年の新住所の全数を一挙に調査しようとすると小住所層の抽出率が著しく損なわれる
コミューンがある。そのために，それらの新住所を 5つの均衡グループに分けることが決定されて
いる。（Godinot, 2005: Annexe B2）

14 ）BSAはbase de sondage des adressesの略号である。
15 ）例外として，約20のコミューンでは施設が多数に上ったり，大規模であるため，調査は数年に分
けられる（Godinot, 2005: B.3.3.1）。

16 ）統計結果の推計の基準時点（N年 1月 1日）と調査の基準時点（調査期日）（N年 1月第 3木曜日）
は正確にいえば違いがある。N年調査コミューンの処理（ウェイトが 1）から分かるように，調査の
基準時点が推計の基準時点とみなされている。

17 ）THはTaxe d’habitationの略号である。これは地方税である。INSEEは公共財政総局（DGFiP）から
毎年，住居税に関するファイルを入手している（Cézard et Lefebvre, 2008）。

18 ）IRISの 3類型のうち，活動 IRIS，その他 IRISのように，きわめて特異な居住環境にある IRISへの
適用は除かれる（INSEE, 2009a: 3）。

19 ）ただし，2014年の調査結果以降，抽出率が25％から20％に変更された（INSEE, 2014c）。
20 ）Godinot（2005: D.4.2.4）にもとづき「信頼区間」としている。またそこでは，標準偏差が「推定値×

CV」，95％信頼区間の信頼限界が「推定値±2倍の標準偏差」で求められている。したがって推定値
は平均値である。これは INSEE（2009c）と同じ処理である。

21 ）Brilhaut（2011）では，表 4がシミュレーション結果のなかで基準になると指摘している。
22 ）統計結果の精度については INSEE（2009c）の後に，Brilhault（2011）や INSEE（2012b）が公表され，

INSEEの精度分析の進展を知ることができる。これに対して INSEE（2009c）は2017年 2月現在でも
改訂されず，INSEEのウェブに掲載されているので，精度に関する基本文献として本稿ではとりあ
げている。

23 ）EstelはEstimations d’emploi localiséesの略号である。Estelシステムでは，2009年以降，行政情報
源をもとに年次雇用が推計されている（INSEE, 2016a）。

24 ）雇用調査は雇用市場の人々の構造的経済的状況を観察するために実施され，EUによって定義さ
れる労働力調査の一環を成している（INSEE, 2017）。

25 ）雇用局はフランスの職業紹介や失業保険関連の業務を担っている組織である（北澤，2015：41）。
26 ）北澤（2015：51－52）によると，カテゴリーAの求職者とは，積極的に求職活動を行っている求職
者のうち，1カ月間に一切の就労活動を行わなかった者を指す。カテゴリーAの求職者が失業者な
いし狭義の求職者として扱われることが多いとされている。
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The Reform of Population Census: French Rolling Census

Yoshihiro NISHIMURA＊

Summary

　In 2004 France introduced a new census method which combines two basic principles－a five－year rolling 

cycle of data collection and sample surveys of communes with 10,000 and more inhabitants. The author fo-

cused the discussion in this paper on the following issues: firstly the sampling plans of the new French cen-

sus, secondly its estimation methods and finally the basic utilization of its statistical results and evaluate the 

value of the census. Although the new census results have been disseminated annually since 2009, they still 

seem to have several further steps to go in terms of their usability.

Key Words

population census, rolling census, balanced sample
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機関誌『統計学』投稿規程

　経済統計学会（以下，本会）会則第 3条に定める事業として，『統計学』（電子媒体を含む。以
下，本誌）は原則として年に 2回（9月，3月）発行される。本誌の編集は「経済統計学会編集委
員会規程」（以下，委員会規程）にもとづき，編集委員会が行う。投稿は一般投稿と編集委員会
による執筆依頼によるものとし，いずれの場合も原則として，本投稿規程にしたがって処理さ
れる。
１．総則
1－1　投稿者
　会員（資格停止会員を除く）は本誌に投稿することができる。

1－2　非会員の投稿
⑴　原稿が複数の執筆者による場合，筆頭執筆者は本会会員でなければならない。
⑵　常任理事会と協議の上，編集委員会は非会員に投稿を依頼することができる。
⑶　本誌に投稿する非会員は，本投稿規程に同意したものとみなす。

1－3　未発表
　投稿は未発表ないし他に公表予定のない原稿に限る。

1－4　投稿の採否
　投稿の採否は，審査の結果にもとづき，編集委員会が決定する。その際，編集委員会は
原稿の訂正を求めることがある。

1－5　執筆要綱
　原稿作成には本会執筆要綱にしたがう。

２．記事の分類
2－1　研究論文
　以下のいずれかに該当するもの。
⒜　 統計およびそれに関連した分野において，新知見を含む会員の独創的な研究成果をま

とめたもの。
⒝　 学術的な新規性を有し，今後の研究の発展可能性を期待できるもので，速やかな成果

の公表を目的とするもの。
2－2　報告論文
　研究論文に準じる内容で，研究成果の速やかな報告をとくに目的とする。

2－3　書評
　統計関連図書や会員の著書などの紹介・批評。

2－4　資料
　各種統計の紹介・解題や会員が行った調査や統計についての記録など。

2－5　フォーラム
　本会の運営方法や統計，統計学の諸問題にたいする意見・批判・反論など。

2－6　海外統計事情
　諸外国の統計や学会などについての報告。

2－7　その他
　全国研究大会・会員総会記事，支部だより，その他本会の目的を達成するために有益と



『統計学』第112号 2017年3月

90

思われる記事。
３．原稿の提出
3－1　投稿
　原稿の投稿は常時受け付ける。

3－2　原稿の送付
　原則として，原稿は執筆者情報を匿名化したPDFファイルを電子メールに添付して編集
委員長へ送付する。なお，ファイルは『統計学』の印刷レイアウトに準じたPDFファイルで
あることが望ましい。

3－3　原稿の返却
　投稿された原稿（電子媒体を含む）は，一切返却しない。
3－4　校正
　著者校正は初校のみとし，大幅な変更は認めない。初校は速やかに校正し期限までに返
送するものとする。

3－5　投稿などにかかわる費用
⑴　投稿料は徴収しない。
⑵　 掲載原稿の全部もしくは一部について電子媒体が提出されない場合，編集委員会は製

版にかかる経費を執筆者（複数の場合には筆頭執筆者）に請求することができる。
⑶　 別刷は，研究論文，報告論文については30部までを無料とし，それ以外は実費を徴収
する。

⑷　  3－4項にもかかわらず，原稿に大幅な変更が加えられた場合，編集委員会は掲載の留
保または実費の徴収などを行うことがある。

⑸　 非会員を共同執筆者とする投稿原稿が掲載された場合，その投稿が編集委員会の依頼
によるときを除いて，当該非会員は年会費の半額を掲載料として，本会に納入しなけ
ればならない。

3－6　掲載証明
　掲載が決定した原稿の「受理証明書」は学会長が交付する。

４．著作権
4－1　本誌の著作権は本会に帰属する。
4－2 　本誌に掲載された記事の発行時に会員であった執筆者もしくはその遺族がその単著記
事を転載するときには，出所を明示するものとする。また，その共同執筆記事の転載を希
望する場合には，他の執筆者もしくはその遺族の同意を得て，所定の書面によって本会に
申し出なければならない。

4－3 　前項の規定にもかかわらず，共同執筆者もしくはその遺族が所在不明のため，もしくは
正当な理由によりその同意を得られない場合には，本会が承認するものとする。

4－4 　執筆者もしくはその遺族以外の者が転載を希望する場合には，所定の書面によって本会
に願い出て，承認を得なければならない。

4－5 　4－4項にもとづく転載にあたって，本会は転載料を徴収することができる。
4－6 　会員あるいは本誌に掲載された記事の発行時に会員であった執筆者が記事をウェブ転
載するときには，所定の書類によって本会に申し出なければならない。なお，執筆者が所
属する機関によるウェブ転載申請については，本人の転載同意書を添付するものとする。
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投稿規程

4－7 　会員以外の者，機関等によるウェブ転載申請については，前号を準用するものとする。
4－8　 転載を希望する記事の発行時に，その執筆者が非会員の場合には，4－4，4－5項を準用する。 

1997年 7月27日制定（2001年 9月18日，2004年 9月12日，2006年 9月16日，2007年
9月15日，2009年 9月 5日，2012年 9月13日，2016年 9月12日一部改正）

『統計学』創刊60周年記念特集掲載号発行規程

　『統計学』創刊60周年記念特集論文（以下，記念特集論文）の掲載号の編集・発行作業は，経
済統計学会2014年度会員総会の決議にもとづき『統計学』創刊60周年記念事業委員会（以下，事
業委員会）が行なう。記念特集論文の掲載号（以下，記念特集掲載号）の発行は，本規程にした
がって処理される。
１．総則
1－1　テーマの確定及び原稿執筆者の選定と資格
　特定テーマに関わる論文構成の確定及び執筆者の選定は，企画案と執筆計画にもとづき，
事業委員会が行なう。

1－2　未発表
　原稿は未発表ないし他に公表予定のない原稿に限る。

1－3　原稿の採否およびレフェリー制の導入について
　提出された原稿の採否は，レフェリーによる厳格な審査の結果にもとづき，事業委員会
が決定する。レフェリーの選任は事業委員会が行なう。事業委員会は原稿の書換え，訂正
を求めることができる。

1－4　執筆要綱
　原稿作成は別に定める『統計学』創刊60周年記念特集掲載号執筆要綱にしたがう。

２．原稿の提出
2－1　原稿の締切り
　本誌発行の円滑のため，締切り日を設ける。締切り日以降に原稿が到着した場合や，訂
正を求められた原稿が期日までに訂正されない場合，掲載されないことがある。

2－2　原稿の送付
　原稿は原則として，PDFファイル（『統計学』の印刷レイアウト）を電子メールに添付して
事業委員会委員長へ送付する。

2－3　原稿の返却
　提出された原稿は，採否にかかわらず原則として返却しない。
2－4　校正
　掲載が決定した原稿の著者校正は初校のみとし，内容の変更を伴う原稿の変更は原則的
に認めない。内容の変更を伴う変更の場合は，事業委員会およびレフェリーの許可を必要
とする。初校は速やかに校正し期限までに返送するものとする。

2－5　執筆などにかかわる費用
　投稿料は原則として徴収しない。別刷は，執筆者の希望により，作成するが，実費を徴
収する。校正段階で原稿に大幅な変更が加えられた場合，実費の徴収などを行うことがあ
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る。
３．著作権

　記念特集論文の著作権は経済統計学会に帰属する。詳細は，『統計学』の投稿規程に準ず
る。

『統計学』創刊60周年記念特集掲載号投稿原稿査読要領

1．経済統計学会（以下，本会）の機関誌『統計学』創刊60周年記念特集掲載号に掲載する「論
文」の査読制度について，この要領を定める。

2．『統計学』創刊60周年記念事業委員会（以下「事業委員会」）委員長に送付された原稿につい
ては，事業委員会による第一次審査を行い，事業委員会が別に定める「執筆要綱」に準拠し
ているかどうかを判定する。

3．「論文」の掲載にあたっては，第二次審査を必要とする。
4．第一次審査を経た「論文」の原稿は，速やかに第二次審査へ付されるものとする。
5．事業委員会は，次の事項を審議決定する。
⑴　第一次審査結果の確認
⑵　第二次審査を担当する2名のレフェリーの選任

6．第二次審査にあたるレフェリーは会員から選任する。
7．第二次審査にあたって，レフェリーについては匿名性を確保する。
8．第二次審査における判定は，⑴論文として掲載可，⑵論文として条件付掲載可，⑶掲載不
可とし，レフェリーはその理由を明示するものとする。

9．第二次審査でレフェリー間での審査結果が異なる場合には，事業委員会はレフェリーと協
議し，掲載の可否について最終的な判断を下すものとする。
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編集委員会からのお知らせ 
機関誌『統計学』の編集・発行について

編集委員会
　 　
　2016年 9 月より，新しい規定にもとづいて，「研究論文」と「報告論文」が設定されました。皆様から
の積極的な投稿をお待ちしております。また，本号より掲載が開始された「『統計学』創刊60周年記念
特集論文」につきましては，本号の「『統計学』創刊60周年記念特集掲載号関連諸規程」ならびに学会の
公式ウェブサイトをご参照下さい。

1． 投稿は，常時，受け付けています。なお，書評，資料および海外統計事情等については，下記の
［注記 2］をご確認下さい。

2．次号以降の発行予定日は，
　　第113号：2017年 9月30日，第114号：2018年 3月31日です。
3． 投稿に際しては，「投稿規程」，「執筆要綱」，および「査読要領」などをご熟読願います。最新版は，
学会の公式ウェブサイトをご参照下さい。

4． 原稿は編集委員長（下記メールアドレス）宛にお送り下さい。
5． 原稿はPDF形式のファイルとして提出して下さい。また，紙媒体での提出も旧規程に準拠して受け
付けます。紙媒体の送付先は編集委員長宛にお願いします（住所は会員名簿をご参照下さい）。

6． 原則として，すべての投稿原稿が査読の対象となります。
7． 通常，査読から発刊まで査読が順調に進んだ場合でも，2ヶ月から 3ヶ月程度を要します。投稿に
あたっては十分に留意して下さい。

編集委員会，投稿応募についての問い合わせは，
下記メールアドレス宛に連絡下さい。

また，編集委員長へのメールアドレスも下記になります。

来年度（2017年度）の編集委員は，つぎのとおりです。
編集委員長　藤井輝明（大阪市立大学）
　副委員長　水野谷武志（北海学園大学）
　編集委員　橋本貴彦（立命館大学）
　　　　　　小林良行（総務省統計研究研修所）
　　　　　　山田　満（東北・関東支部所属）

　 　
［注記 1］　 『統計学』の定期刊行に努めておりますので，できるかぎり早期のご投稿をお願いします。

113号（2017年 9月30日発行予定）への掲載を想定した場合，「研究論文」と「報告論文」の原
稿は，2017年 7月初旬を目途として，それまでにご投稿ください。

［注記 2］　 書評，資料および海外統計事情等について，執筆，推薦，および依頼等をお考えの会員が
おられましたら，企画や思いつきの段階で結構ですので，できるだけ早い段階で，編集委
員会にご一報下さい。 以上

editorial@jsest.jp

編集後記

　研究成果を投稿下さいました執筆者の皆様，査読に関わって下さいました皆様，そして，書評の依頼をお引き受
け下さいました皆様に，心からお礼申し上げます。また，本号より，「『統計学』創刊60周年記念特集論文」の掲載も
開始されました。特集論文を投稿下さいました皆様，そして，創刊60周年記念事業委員会（委員長：水野谷武志会
員）の皆様にも，改めて感謝申し上げます。さて，次号113号より，藤井輝明編集委員長のもとで，本誌が編集され
ます。編集委員会では，機関誌『統計学』を充実させていくために，皆様からの率直なご意見と，そして，研究成果
の積極的なご投稿をお待ちしております。今後ともよろしくお願い申し上げます。 （朝倉啓一郎　記）



創刊のことば
　社会科学の研究と社会的実践における統計の役割が大きくなるにしたがって，統計にかんす
る問題は一段と複雑になってきた。ところが統計学の現状は，その解決にかならずしも十分で
あるとはいえない。われわれは統計理論を社会科学の基礎のうえにおくことによって，この課
題にこたえることができると考える。このためには，われわれの研究に社会諸科学の成果をと
りいれ，さらに統計の実際と密接に結びつけることが必要であろう。
　このような考えから，われわれは，一昨年来経済統計研究会をつくり，共同研究を進めてき
た。そしてこれを一層発展させるために本誌を発刊する。
　本誌は，会員の研究成果とともに，研究に必要な内外統計関係の資料を収めるが同時に会員
の討論と研究の場である。われわれは，統計関係者および広く社会科学研究者の理解と協力を
えて，本誌をさらによりよいものとすることを望むものである。
　　　　　1955年 4月

経 済 統 計 研 究 会

経 済 統 計 学 会 会 則
第 1条　本会は経済統計学会（JSES：Japan Society of Economic Statistics）という。
第 2条　本会の目的は次のとおりである。

1．社会科学に基礎をおいた統計理論の研究　　 2．統計の批判的研究
3．すべての国々の統計学界との交流　　　　　 4．共同研究体制の確立

第 3条　本会は第 2条に掲げる目的を達成するために次の事業を行う。
1．研究会の開催　　 2．機関誌『統計学』の発刊
3．講習会の開催，講師の派遣，パンフレットの発行等，統計知識の普及に関する事業
4．学会賞の授与　　 5．その他本会の目的を達成するために必要な事業

第 4条　本会は第 2条に掲げる目的に賛成した以下の会員をもって構成する。
⑴　正会員　　⑵　院生会員　　⑶　団体会員
2　入会に際しては正会員 2名の紹介を必要とし，理事会の承認を得なければならない。
3　会員は別に定める会費を納入しなければならない。

第 5条　本会の会員は機関誌『統計学』等の配布を受け，本会が開催する研究大会等の学術会合に参加すること
ができる。

2　前項にかかわらず，別に定める会員資格停止者については，それを適応しない。
第 6条　本会に，理事若干名をおく。

2　理事から組織される理事会は，本会の運営にかかわる事項を審議・決定する。
3　全国会計を担当する全国会計担当理事 1名をおく。
4　渉外を担当する渉外担当理事 1名をおく。

第 7条　本会に，本会を代表する会長 1名をおく。
2　本会に，常任理事若干名をおく。
3　本会に，常任理事を代表する常任理事長を 1名おく。
4　本会に，全国会計監査 1名をおく。

第 8条　本会に次の委員会をおく。各委員会に関する規程は別に定める。
1．編集委員会　　　　　　　　　　 2．全国プログラム委員会　　 3．学会賞選考委員会
4．ホームページ管理運営委員会　　 5．選挙管理委員会

第 9条　本会は毎年研究大会および会員総会を開く。
第10条　本会の運営にかかわる重要事項の決定は，会員総会の承認を得なければならない。
第11条　本会の会計年度の起算日は，毎年 4月 1日とする。

2　機関誌の発行等に関する全国会計については，理事会が，全国会計監査の監査を受けて会員総会に報告し，
その承認を受ける。

第12条　本会会則の改正，変更および財産の処分は，理事会の審議を経て会員総会の承認を受ける。
付　則　 1．本会は，北海道，東北・関東，関西，九州に支部をおく。

2．本会に研究部会を設置することができる。
3．本会の事務所を東京都文京区音羽1－6－9　㈱音羽リスマチックにおく。

1953年10月 9日（2016年 9月12日一部改正［最新］）

執 筆 者 紹 介
水野谷武志 （北海学園大学経済学部） 田添篤史 （京都大学経済学研究科）
金子治平 （神戸大学大学院農学研究科） 山口秋義 （九州国際大学）
福島利夫 （専修大学経済学部） 西村善博 （大分大学経済学部）
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